
 社労法務システム使⽤許諾契約約款

本約款は、本約款とともにお届けした株式会社⽇本シャルフ（以下、弊社といいます。）の製品（以下、本製品といいます。）をお客様に使⽤して頂くための使⽤許諾契
約書(以下、本契約といいます。)の内容となり、その前提となる事項を記載したものです。
お客様が本製品を収録した媒体の包装を開封した時点⼜は本製品の使⽤許諾契約書に押印した時点のうち、いずれか早い時点で本約款に従った本契約が成⽴します。
本約款記載の条件にご同意頂けない場合には、本製品を収録した媒体の包装を開封することなく本製品のインストールの実⾏をしないで弊社にご返却下さい。
弊社は、お客様に対して、下記条項に従った譲渡性を有しない、⾮独占的な権利としての本製品を使⽤する権利を許諾し、お客様は、下記条項に、本製品を使⽤（インス
トールを含む）することができるものとします。

第１条 本製品の使⽤条件
①お客様は、本契約ほか本契約に関する弊社との合
意により指定した事務所（以下、指定事務所とい
う。）内において、申込ライセンス数量と同数の単
体のコンピュータに本製品をインストールして、こ
れを使⽤することができます。ただし、単体のコン
ピュータに複数のオペレーティングシステムがイン
ストールされており、複数のオペレーティングシス
テム上で本製品を使⽤する場合には、オペレーティ
ングシステムと同数のライセンス数量を必要としま
す(以下、本条において同様とします。)
②お客様が本製品をサーバーコンピュータ上へイン
ストール⼜は保存して、本製品がインストールされ
ていないクライアントコンピュータから使⽤するこ
とはいかなる場合も許諾されていません。
③指定事務所内の複数のコンピュータに本製品をイ
ンストールして使⽤する場合、同時に使⽤しない場
合であっても、使⽤するコンピュータの数と同数の
ライセンス数量を必要とします。

第２条 複製、譲渡、貸与、再許諾等の制限
①お客様は、本製品の保存のみを⽬的として、１つ
に限り本ソフトウェアのバックアップのための複製
を作成することができます。
②お客様は、弊社から⽂書による事前の同意を得な
い限り、本製品、本製品の使⽤権及び本製品の使⽤
に供するために弊社により提供を受けた物品、デー
タ(オリジナル帳票を含む) の第三者に対する譲
渡、貸与、開⽰⼜は使⽤の再許諾をすることはでき
ません。

第３条 本製品に関する権利の帰属
①本製品及びマニュアル等に関する著作権、商標
権、特許権、ノウハウおよびその他⼀切の知的所有
権等の権利は弊社に独占的に帰属し、お客様はこれ
らの権利を取得しません。
②お客様は、弊社から⽂書による事前の同意を得な
い限り、本製品を変更⼜は改変することはできませ
ん。
③第２条に基づく複製及び弊社から⽂書による事前
の同意を受けて本製品を変更⼜は改変した結果⽣成
された複製物等に関するすべての権利は本製品と同
様に弊社に帰属します。

第４条 秘密保持義務
①お客様は、弊社から⽂書による事前の同意を得な
い限り、本製品の全部または⼀部を、いかなる形態
においても第三者に提供したり、使⽤させたりする
ことはできません。ただし、お客様の使⽤のために
従業員⼜は代理⼈に使⽤させる場合は、この限りで
はありません。

②お客様は、本製品等に関する秘密(本製品の使⽤
者のみが知り得る情報)を前項により提供及び使⽤
を禁⽌された第三者に漏洩させることなく保管しな
ければなりません。
③お客様は、本契約記載の内容、および本契約に関連
して知り得た情報（サポートサービスに関連する電話
番号、ファックス番号、メールアドレス、ＵＲＬ、Ｉ
Ｄ及びパスワード並びにサポートサービスの⼀環とし
てコンピュータネットワークを介して提供される情報
内容を含む）につき、弊社から書⾯による事前の同意
を得ることなく第三者に開⽰、漏洩しないものとし、
かつ、本契約における業務の履⾏または権利の⾏使に
必要な場合を除き⽅法を問わず利⽤しないものとしま
す。

第５条 契約の終了
①お客様は、⽂書による２週間の期限を付した終了
通知をなすことにより、本契約を終了させることが
できます。
②弊社は、お客様が本契約のいずれか１つに違反し
たとき、⼜は、弊社の著作権その他の知的所有権を
侵害した場合には弊社は本契約を解除して終了させ
ることができます。
③お客様は、本契約が終了した⽇から１か⽉以内に
本製品をインストールしたすべてのコンピュータか
ら使⽤終了証明書を出⼒した後、すべての本製品を
アンインストール(第２条の複製物の消去を含む)
し、弊社から引き渡された本製品及びマニュアル等
⼀切の付属物に使⽤終了証明書を添付して弊社に送
付するとともにこれを通知するものとします。
④理由のいかんを問わず、いずれの場合にも弊社は
お⽀払い頂いた代⾦の返還はいたしません。
⑤本契約に基づいてお客様が負う義務については、
本契約終了後も継続することとします。

第６条 保証と責任
①弊社は本製品の仕様について事前の通知なしに変
更することができるものとします。
②本製品の選択導⼊の適否及び使⽤⽬的との適合性
の有無の判断は、お客様の責任とし、弊社は本条の
定めるものの外は、本製品に関する⼀切の保証責任
または瑕疵担保責任を負わないものとします。
③弊社は本製品及びマニュアル等に本製品の使⽤を
阻害する物理的な⽋陥があり、弊社が当該⽋陥につ
き弊社の責に帰すべき事由があることを確認した場
合には、無償で交換致します。
④本製品がお客様の動作環境にて正常に動作しない
場合（使⽤者の動作環境に依拠する場合を含む）、
ご購⼊後６０⽇以内に限り、返⾦⼜は他の動作可能
な製品

と交換致します。ただし、返⾦⼜は交換品の送付
は、前条の⼿続きを完了していただいたことを条件
とします。
⑤弊社は、弊社が本製品のプログラムに⽋陥がある
ことを確認した場合には、その⽋陥の程度により、
弊社の判断に従って、ユーザー登録（ユーザー登録
は、弊社より、正規に本製品を取得することによ
り、完了します。以下、同じ。）のあるお客様に対
して修正プログラム⼜は修正に関連する情報を提供
します。
⑥弊社は、本条に定める責任以外を負わず、本製品
の使⽤並びに使⽤不能及び使⽤制限によって⽣じた
財産的及び精神的損害並びに直接、間接を問わず⽣
じた営業上の損害(本製品の使⽤により本製品以外
のソフトウェア・データ・ハードウェア等に⽣じた
損害及びその回復、再⽣等に要するすべての費⽤)
について、当該損害が発⽣する可能性がある旨告知
されていた場合であっても何らの責任を負いませ
ん。
⑦いかなる場合であっても、本契約に基づいて弊社
が負担する責任の総額は、お客様が実際に⽀払った
本製品の対価の100％を上限とします。

第７条 サポートサービス
①お客様は、ユーザー登録を⾏い、保守契約を締結
していただくことにより、アップデートプログラム
の提供等、本製品に関する弊社所定のサポートサー
ビスを受けることができます。
②サポートサービスの提供に関する弊社の義務は、
保守契約記載の内容に関する合理的な努⼒を⾏うこ
とに限られるものとします。また、弊社は以下のいず
れかに該当するお客様に対してサポートサービスを提
供する義務を負いません。
ⅰ弊社が定める⼿続に従ったユーザー登録及び変更
を⾏っていないお客様。
ⅱ保守契約期間が有効期間にないお客様。
ⅲ本製品を、対価を⽀払うことなく体験版として使
⽤しているお客様。

第８条 その他
①本契約は⽇本法に従って解釈されるものとしま
す。
②本約款記載の条件については、法規の訂正、また
は弊社の事情によって弊社が変更する事があり、使
⽤者はそれに同意するものとします。
③本製品および本契約に関連する紛争については、
静岡地⽅裁判所浜松⽀部を第⼀審専属管轄裁判所と
します。
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社労法務システム保守契約約款 

本約款は、株式会社⽇本シャルフ（以下、弊社といいます。）がお客様に提供し、使⽤を許諾した弊社の製品（以下、本製品といいます。）に関する保守契約書（以下、本保守契

約といいます。）の内容となり、その前提となる事項を記載したものです。 

第１条(⽬ 的） 

弊社は、対象システム（ 以下、本件ソフトウェアと

いいます。） の安全かつ円滑な利⽤を⽬的として、

本件ソフトウェアの保守を受託し、お客様に対し、

本書記載の保守業務を⾏います。 

 

第２条(保守対象） 

本保守契約は、別途定めるところに従い、お客様が

弊社から本件ソフトウェアの使⽤を許諾された指定

事務所内において使⽤する本件ソフトウェアを対象

とします。 

 

第３条(保守内容） 

弊社が⾏う保守業務の内容は、以下のとおりとしま

す。 

１．本件ソフトウェアの使⽤に関する問い合わせに

対する回答（但し、回答がマニュアルに記載されて

いるものを除く） 

２．お客様の問い合わせ等に基づいて弊社が本件ソ

フトウェアの障害であると判断した事象に対する対

応 

３．本件ソフトウェアのバージョンアップ（バージ

ョンの⼩数点以下の変更）版の提供 

４．別記特記事項記載の事項 

 

第 4 条(問い合わせ⽅法） 

１．お客様は、弊社に対して問い合わせを⾏う場

合、原則としてファックスまたは電⼦メールを利⽤

するものとします。 

但し、弊社が緊急を要すると認めた場合に限り、電

話による問い合わせを⾏うことができるものとしま

す。 

２．問い合わせ先及び問い合わせ時間は、別途弊社

が定めるところに従うものとします。 

 

第５条(回答⽅法） 

１．弊社は、お客様からの問い合わせに対して、原

則として、お客様の問い合わせ⽅法と同様の⽅法に

より回答するものとします。 

２．弊社が、本件ソフトウェアの障害が重要かつ緊

急と判断した場合、弊社は速やかに本件ソフトウェ

アの動作保障範囲内において受領が可能な⽅法によ

る修正プログラムの提供を⾏うものとします。 

３．弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェアの障

害の原因を確認するために必要とされる本件ソフト

ウェア関連情報等（参照若しくは⼊⼒したデータ、

⽣成された電⼦データ若しくは帳票、⼜は、スクリ

ーンショット等障害の再現に必要な⼀切の情報）の

提供を求めることができるものとし、お客様は、弊

社に対し、速やかにこれらを提供するものとしま

す。 

４．お客様の問い合わせ内容が本保守契約の保守義

務の範囲を超える場合には、別途協議の上、対応⽅

法を定めるものとします。 

 

 第６条(保守料⾦） 

１．お客様は、弊社に対し、別途定めるところに従

い、保守料⾦を⽀払うものとします。 

２．弊社は、変更⽉の 2 か⽉前までにお客様に通知

することにより保守料⾦を変更することができるも

のとします。 

３．お客様は、前項の通知を受けたときは、変更⽉

の 1 か⽉前までに書⾯による解約の意思表⽰を⾏う

ことにより、第 11 条の規定に係わらず、変更⽉の

前⽉末⽇を解約⽇として本保守契約を解約すること

ができるものとします。ただし、保守料⾦が減額と

なる場合はこの限りではありません。 

 

第７条(保守義務の委託） 

弊社は、本保守契約に基づく保守業務の全部⼜は⼀

部を、弊社の指定する者に委託できるものとしま

す。 

 

第８条(免責事項） 

１．弊社の責任は保守業務の履⾏をもって全てと

し、本件ソフトウェアの障害等に起因して⽣じた損

害に対する責任を負わないものとします。 

２．弊社がお客様に対して負う損害賠償額は、お客

様が弊社に対して⽀払い済みの直近１２か⽉分の保

守料⾦に含まれる基本料⾦相当額をもってその上限

とします。ただし、弊社の故意⼜は重過失による場

合はこの限りではありません。 

 

第 9 条（顧問先情報の取り扱い） 

１．弊社は、原則としてお客様からその顧問先に関

する情報またはデータベース等（以下、顧問先情報

といいます）を預かることはありません。例外的

に、以下の場合に限り、これを預かることとしま

す。 

① 破損したデータベースの調査・復旧 

② お客様が利⽤するシステムへのデータ移⾏ 

③ 上記作業に付随する動作確認・保守対応 

２．お客様が弊社に顧問先情報を提供する場合、お

客様は、事前に、当該顧問先本人から適法に情報開

⽰の同意を取得するものとします。 

３．弊社が第１項及び前項に基づき顧問先情報を預

かることによって損害が発⽣した場合、弊社に故意

または重過失がある場合を除き、弊社は直接・間接

を問わず⼀切の損害について責任を負いません。こ

の損害については第三者（お客様の顧問先を含む）

に⽣じた損害も含みます。また、仮に、弊社が損害

賠償義務を負う場合でも、その⾦額は第 8 条第 2 項

に定めるとおりとします。 

4．顧問先情報の漏えいその他事故が⽣じた場合、お

客様は、当該問題を顧問先及び当該情報の客体とな

る個人⼜は法人（以下、情報対象者といいます。）

との間で解決することとし、顧問先⼜は情報対象者

が弊社に対して⼀切の責任追及をさせないこととし

ます。 

 

 第 10 条(秘密保持） 

１．お客様及び弊社は、本保守契約に対して知り得

た相⼿⽅の営業上、技術上またはそのほかの業務上

の情報を秘密として扱い、第三者に開⽰・漏洩しな

いものとします。 

２．本条は、本保守契約終了後も有効とします。 

 

第 11 条(保守契約期間） 

本保守契約の有効期間は、保守対象の変更の有無に

かかわらず、保守契約開始⽉から 1 年間とします。

但し、期間満了 2 ヶ⽉前までにお客様⼜は弊社のい

ずれからも書⾯による更新拒絶の通知がなされない

場合、本保守契約は同⼀内容で更新され、さらに１

年間継続するものとし、以降も同様とします。 

 

第 12 条(途中解約） 

１．お客様は、解約⽇の２か⽉前までに、弊社に対

して書⾯で通知することにより、解約⽇をもって、

本保守契約を解約することができます。 

２．前項にかかわらず、お客様は、保守契約開始⽉

から 6 か⽉間は、本保守契約を解約することができ

ないものとし、同期間内に解約された場合であって

も、保守契約開始⽉から 6 か⽉分の保守料⾦を⽀払

うこととします。 

３．保守対象の変更があった場合、前項の 6 か⽉間

は、保守対象の変更が適⽤された⽉から起算するこ

ととします。 

 

第 13 条(契約の解除） 

１．お客様が本保守契約その他弊社との契約の条項

の⼀に違反し、相当の是正期間があるにもかかわら

ずお客様が契約を履⾏しないときは、弊社は本保守

契約その他の契約の全部または⼀部を解除すること

ができるものとします。 

２．お客様が次のいずれかにでも該当したときは、

弊社は何らかの通知及び勧告を要せず直ちに本保守

契約の全部または⼀部を解除できるものとします。 

(1)差押、仮差押、仮処分、公売処分、若しくは租税

滞納処分その他公権⼒の処分を受けたとき、整理の

開始、⼜は、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会

社更⽣⼿続開始、若しくは特別清算⼿続開始の申し

⽴てがあったとき。 

(2) 監督官庁より、営業の停⽌または営業免許もし

くは営業登録の取消処分を受けたとき。 

(3)資本の減少、営業の廃⽌もしくは変更または解散

の決議をしたとき。 

(4)⾃ら振出もしくは引き受けた⼿形または⼩切⼿に

つき不渡処分を受ける等⽀払い停⽌状態に⾄ったと

き。 

(5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認

められる相当の事由があるとき 

３．お客様が、第 1 項または第 2 項(1)〜(5)のいず

れかに該当した場合、お客様は当然に期限の利益を

失い、弊社に対して本保守契約に基づいて負担する 

⼀切の⾦銭債務を直ちに弁済するものとします。 



また、前第 1 項及び第 2 項による解除は、損害

賠償の請求を妨げないものとします。 

 

第 14 条（お客様が取り扱う個人情報等の管理） 

１．弊社が、本保守契約の履⾏にあたり、お客

様から、個人情報等を取得する場合には、以下

の事項を遵守するものとします。 

ⅰ．お客様が事前の承諾なく、取得した個人情

報を第三者に開⽰、提供、漏洩⼜は⾃ら利⽤し

ません。 

ⅱ．前号の承諾を得るにあたって、お客様の請

求により、当該第三者との契約書等必要な書類

の写しを提供します。 

ⅲ．第２号により、第三者に個人情報を開⽰等

する場合には、当該第三者に本項と同様の義務

を課し、当該第三者による個人情報の漏洩等の

事故が発⽣し、お客様に損害を与えた場合、そ

の損害を賠償します。 

ⅳ．弊社は、個人情報等を取り扱うにあたり、

事故等を防⽌する上で、必要かつ信頼性の⾼い

適切な安全管理措置を講じます。 

ⅴ．弊社は、個人情報等の安全管理のために、

個人情報を取り扱う従業員に対する必要かつ適

切な監督を⾏います。 

ⅵ．弊社は、本項の安全管理措置につき、お客

様から報告を求められたときには、速やかに報

告します。 

ⅶ．弊社は、個人情報等の管理にかかる事務の

全部⼜は⼀部を第三者に委託するときは、委託

契約において、個人情報の安全管理について受

託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対

する必要かつ適切な監督を⾏うものとします。 

ⅷ．弊社は、取得した個人情報等につき、取得

利⽤⽬的を達成した後、遅滞なくこれを消去し

て、お客様に通知します。 

２．本条は、本保守契約終了後においても効⼒

を有します。 

 

第 15 条(反社会勢⼒排除条項） 

１．お客様及び弊社は、それぞれ相⼿⽅に対し、

次の各号の事項を確約します。 

(1)⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなく

なった時から５年を経過しない者、暴⼒団関係

企業、総会屋、政治活動・社会運動標ぼうゴロ

若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成員（以

下、総称して「反社会勢⼒」といいます。）で

はないこと 

(2)⾃らの役員（業務を執⾏する社員、取締役、

執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいいます。）が

反社会勢⼒ではないこと 

(3)反社会勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、この契

約を締結するものでないこと 

(4)本保守契約に基づく権利の⾏使及び義務の履

⾏が終了するまでの間に、⾃ら⼜は第三者を利

⽤して、この契約に関して次の⾏為をしないこ

と 

ア 相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤い

る⾏為 

イ 偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害

し、⼜は信⽤を棄損する⾏為 

２．お客様及び弊社は、相⼿⽅が前項に該当する

か否かを判断するために調査を要すると判断し

た場合、その求めに応じて、その調査に協⼒

し、お客様⼜は弊社が必要と判断する資料を提

出しなければならないものとします。 

３．お客様及び弊社の⼀⽅について、次のいずれ

かに該当したときは、その相⼿⽅は、なんらの

催告を要せずして、この契約を解除することが

できるものとします。 

ア 前項 1⼜は 2 の確約に反する申告をしたこと

が判明したとき 

イ 前項 3 の確約に反し契約をしたことが判明し

たとき 

ウ 前項 4 の確約に反した⾏為をした場合 

４．前項の規定によりこの契約が解除された場合

には、解除された者は、その相⼿⽅に対し、違

約⾦（損害賠償額の予定）として保守料⾦の１

２か⽉分を⽀払うものとし、解除したものに対

して、解除により⽣じる損害について⼀切の請

求を⾏わないものとします。 

 

第 16 条(本約款の効⼒) 

１．本約款は、弊社の判断によりお客様の承諾なく

変更・改定ができるものとします。 

２．本約款が変更・改定する場合、弊社は、お客様

に対して事前に通知するものとし、変更・改定後の

本約款は、通知後、弊社とお客様との間の⼀切の関

係に適⽤されるものとします。 

３．本約款のうち、秘密保持及び弊社の免責に関す

る事項は、本保守契約終了後も、引き続き効⼒を有

するものとします。 

 

第 17 条(準拠法） 

本保守契約の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈に関して

は、⽇本法が適⽤されるものとします。 

 

第 18 条(協議事項） 

本保守契約に定めのない事項については、弊社とお

客様との間で誠意をもって協議し解決を図るものと

します。 

 

第 19 条(合意管轄） 

本保守契約から⽣じる⼀切の紛争については、静岡

地⽅裁判所浜松⽀部を第⼀審の専属的合意管轄裁判

所とします。 




